


［政策目標：都道府県内見守りネットワーク設置人口カバー率50％以上］
●　全国29都道府県が未達成 （2023年5月末時点）
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●　全国の地方公共団体における体制整備の促進
　　✔地方公共団体向け説明会の実施
　　✔説明会をきっかけとした市区町村への働きかけ
　　✔体制整備で先行する地方公共団体の
　　　ノウハウ等を活用した支援
●　事業者等への周知・啓発、体制整備の促進
　　✔事業者等への出前講座の実施等

公益通報者保護制度の実効性の向上に向け、 
・全国の地方公共団体における内部・外部公益通報対応体制の充実を促進 
・地方公共団体を含めた事業者等に対する、更なる周知・啓発の実施

［改正公益通報者保護法:2020年改正（2022年６月施行）］
●　行政機関における外部公益通報対応体制の整備の義務化
●　公益通報者の保護要件を緩和　

●　内部公益通報対応体制の整備の義務化(従業員数300人以下は努力義務)
●　従事者に守秘義務を法定 ⇒守秘義務違反には刑事罰導入

全国の地方公共団体への働きかけが重要

●　全国の地方公共団体における 
　　内部・外部公益通報対応体制の充実
●　公益通報者保護制度についての認知度及び意識の向上、
　　事業者における違法行為の早期是正・被害の拡大防止
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四国内の自主宣言事業者数　計135社（徳島県69社、愛媛県49社、香川県12社、高知県５社）（2023年５月末時点）
　※全国の自主宣言事業者数は480社（2023年５月末時点）（うち徳島県の事業者数は69社であり、東京都の194社につぎ全国２位）
徳島県内の消費者志向自主宣言事業者（2021年4月末時点：36社）を対象に、アンケート調査及びヒアリングを実施
（2022年１月公表） サステナブルファッションに関するシンポジウム（2021年7月、12月、2022年3月、2023年6月に計4回開催）
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●　我が国の食品ロス量は年間523万トンであり、その約半分は、家庭から発生しており、削減促進が急務
●　2017年度に実施した家庭における食品ロス削減に関する実証事業を踏まえた
　　「実践しやすく効果的な取組」の内容を消費者へ浸透させることが重要

●　2023年度は、食品ロス削減の更なる削減に向けた啓発手法の開発・活用 
●　幅広い世代へ効果的な行動変容を促すことを目的とし、最適な啓発手法の提供と指導方法を調査・検討する
●　これまでに作成した絵本等啓発資材の普及促進
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店舗購入 訪問販売 電話勧誘販売 インターネット通販

インターネット通販以外の通信販売 マルチ取引 ネガティブ・オプション 訪問購入

その他無店舗 不明・無関係

（備考）１．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2023年３月31日までの登録分）。

２．「インターネット通販」の相談については、いわゆる通常のインターネット通販より広い概念を含んでおり、

インターネットサイトを利用したサイト利用料、インターネットゲーム等も、消費生活相談情報では

「インターネット通販」に入るため、データの見方には注意が必要。

▼消費生活相談の販売購入形態別割合（年齢層別・2022年）
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「令和5年版消費者白書」から引用
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